
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

許

認

可

事

務

等

標

準

処

理

期

間

要

綱

の

一

部

改

行

政

改

革

推

進

室

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

長

寿

社

会

課

【

公

告

】

○

落

札

者

等

の

決

定

畜

産

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

許
認
可
事
務
等
標
準
処
理
期
間
要
綱
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

別
表
本
庁
共
通
の
部
中

の
項
を

の
項
と
し
、

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11

12

10

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
８
条
第
１
項

登
録
研
修
機
関
の
登
録

日
1
1

2
0

別
表
本
庁
共
通
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

日
1
3

2
0

介
護
サ

ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を

認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
と
同
等
以
上
の
知
識

ー

改
正
す
る
法
律

平
成

年
法
律
第

号
附
則
第

条
第
１
項

及
び
技
能
を
有
す
る
旨
の
認
定

（

2
3

7
2

）

1
4

別
表
知
事
直
轄
の
組
織
の
部
消
防
保
安
課
の
項

中
「

」
の
次
に
「

」
を

「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
四
ず
つ

第
４
条
第
２
項

第
７
項

交
付

再
交
付
及
び
書
換
え

、

22

，
，

39

43

36

38

繰
り
下
げ
、

を

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

35

37

37

７
日

3
8

電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第

条
第
２
項

登
録
証
の
訂
正
又
は
再
交
付

10
，

第
条

1
2

７
日

3
9

電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第

条
登
録
電
気
工
事
業
者
登
録
簿
の
謄
本
の
交
付
又
は

1
6

閲
覧

別
表
知
事
直
轄
の
組
織
の
部
消
防
保
安
課
の
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
二
ず
つ
繰
り
下
げ
、

を

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

34

36

30

33

29

30

30

日
3
1

2
0

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法

保
安
確
保
機
器
の
設
置
及
び
管
理
の
方
法
の
認
定
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律
第

条
の
６
第
１
項

3
5

別
表
知
事
直
轄
の
組
織
の
部
消
防
保
安
課
の
項
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

28

29

27

28

26

27

25

７
日

2
6

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
登
録
簿
の
謄
本
の
交

律
第
３
条
の
２
第
３
項

付
又
は
閲
覧

別
表
県
民
生
活
部
の
部
県
民
生
活
交
通
課
の
項
６
か
ら
８
ま
で
を
削
る
。

別
表
県
民
生
活
部
の
部
中
山
間
・
地
域
振
興
課
の
項
中
６
を
９
と
し
、
５
を
８
と
し
、
４
を
５
と
し
、
同
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
日

日
日

岡
山
県
県
土
保
全
条
例

昭
和

年
岡
山
県
条
例
第

号
第
５

ヘ
ク
タ

ル
以
上
の
開
発
行
為
の
許
可

（
4
8

3
5

）

1
0

5
6

2
0

1
4

ー

条
第
１
項

７
岡
山
県
県
土
保
全
条
例
第
７
条
第
１
項

ヘ
ク
タ

ル
以
上
の
開
発
行
為
の
変
更
許
可

日
日

日
1
0

5
6

20
1
4

ー

別
表
県
民
生
活
部
の
部
中
山
間
・
地
域
振
興
課
の
項
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
国
土
利
用
計
画
法

昭
和

年
法
律
第

号
第

条
第
１
項

土
地
売
買
等
の
契
約
の
許
可
及
び
変
更
許
可

日

（

4
9

9
2

）

1
4

4
2

別
表
環
境
文
化
部
の
部
環
境
管
理
課
の
項
３
中
「

1
4

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「5
5

」
を
「3

0

」
に
改
め

「

」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
よ
う
に

第
条
第
３
項

第
３
条
第
１
項

区
域

指
定
調
査
機
関

日
日

５
日

、

、

、

加
え
る
。

４
土
壌
汚
染
対
策
法
第
６
条
第
１
項

第
条
第
１
項

区
域
の
指
定

日
５
日

1
1

5
5

，

５
土
壌
汚
染
対
策
法
第

条
第
１
項

指
定
調
査
機
関
の
指
定
の
更
新

日
3
2

2
5
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別
表
環
境
文
化
部
の
部
自
然
環
境
課
の
項
１
及
び
２
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
中

を

と

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

51

55

し
、

か
ら

ま
で
を
四
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

39

50

38

農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

市
町
村
が
行
う
設
備
整
備
計
画
の
認
定
に
係
る
同

日
日

3
9

6
0

1
0

電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律
平
成

年
法
律
第

号
意

温
泉
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
受
け
な
け

（

）

25
8
1

（

ー第
７
条
第
４
項
第

号
れ
ば
な
ら
な
い
行
為
に
係
る
も
の
の
う
ち
岡
山
市

1
0

）

及
び
倉
敷
市
の
区
域
以
外
の
区
域
に
係
る
も
の

農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

市
町
村
が
行
う
設
備
整
備
計
画
の
認
定
に
係
る
同

日
日

4
0

6
0

1
0

電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
４
項
第

号
意

温
泉
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
受
け
な
け

1
0

（

ー

れ
ば
な
ら
な
い
行
為
に
係
る
も
の
の
う
ち
岡
山
市

）

及
び
倉
敷
市
の
区
域
に
係
る
も
の

農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

市
町
村
が
行
う
設
備
整
備
計
画
の
認
定
に
係
る
同

日
日

4
1

8
0

1
0

電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
４
項
第

号
意

温
泉
法
第

条
第
１
項
の
許
可
を
受
け
な
け

1
0

（

1
1

ー

れ
ば
な
ら
な
い
行
為
に
係
る
も
の
の
う
ち
岡
山
市

）

及
び
倉
敷
市
の
区
域
以
外
の
区
域
に
係
る
も
の

農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

市
町
村
が
行
う
設
備
整
備
計
画
の
認
定
に
係
る
同

日
日

4
2

8
0

1
0

電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
４
項
第

号
意

温
泉
法
第

条
第
１
項
の
許
可
を
受
け
な
け

1
0

（

1
1

ー

れ
ば
な
ら
な
い
行
為
に
係
る
も
の
の
う
ち
岡
山
市

）

及
び
倉
敷
市
の
区
域
に
係
る
も
の

附
則
第
８
条
第
１
項

第
７
条

第
条

喀
痰
吸
引
等
研
修
機
関
の
登
録

社
会
福
祉
士
養
成
施
設
及
び
介
護
福
祉
士
養

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
保
健
福
祉
課
の
項

を
削
り
、
同
項

中
「

」
を
「

3
9

」
に

「

」
を
「

、

12

11

，
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」
に

「2
0

」
を
「1

80

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項
中

を

と
し
、
２
か
ら
９
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

成
施
設
の
指
定

日
日

、

11

12

10

11

２
社
会
福
祉
法
第

条
第
１
項

養
成
機
関
及
び
講
習
会
の
指
定

日
1
9

1
8
0

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
保
健
福
祉
課
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

養
成
施
設
の
指
定

平
成

年
法
律
第

号
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

日
1
3

（

1
9

1
2
5

）

9
0

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第

条
第
２
項
第
５
号

4
0

日
1
4

1
8
0

社
会
福
祉
法
施
行
令

昭
和

年
政
令
第

号
第
６
条
第
１

指
定
養
成
機
関
等
の
変
更
の
承
認

修
業
年
限

（

3
3

1
8
5

）

（

，

）

項
養
成
課
程
等
の
変
更

日
1
5

1
8
0

社
会
福
祉
法
施
行
令
第
６
条
第
１
項

指
定
養
成
機
関
等
の
変
更
の
承
認

入
学
定
員
の

（

）

減
等

社
会
福
祉
法
施
行
令
第
９
条

指
定
養
成
機
関
等
の
指
定
の
取
消
し

日
1
6

6
0

日
1
7

1
8
0

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
令

昭
和

年
政
令
第

指
定
養
成
施
設
等
の
変
更
の
承
認

修
業
年
限

（

6
2

（

，

4
0
2

）

）

号
第
４
条
第
１
項

養
成
課
程
等
の
変
更

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
令
第
４
条
第
１
項

指
定
養
成
施
設
等
の
変
更
の
承
認
定
員
の
減
等

日
1
8

9
0

（

）

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
令
第
７
条

指
定
養
成
施
設
等
の
指
定
の
取
消
し

日
1
9

1
8
0
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第
条

第
条
第
１
項

第
条

准
看
護
師
養
成
所
の
指
定

指
定
養
成
所
及
び
准
看
護
師
養
成

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
医
療
推
進
課
の
項
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同
項

中
「

1
8

」
を
「

1
3

2
0

」
に

「

」
を
「

、

29

59

28

58

27

，

」
に

「3
0

」
を
「1

8
0

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

所
の
変
更
の
承
認

日
日

、

27

42

42

日
4
3

18
0

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
令
第

条
第
１
項

第
条

指
定
養
成
所
及
び
准
看
護
師
養
成
所
の
指
定
の
取

1
6

2
0

，

消
し

日
4
4

1
80

歯
科
技
工
士
法
施
行
令

昭
和

年
政
令
第

号
第

条
第

指
定
養
成
所
の
変
更
の
承
認

（

3
0

2
2
8

）

1
1

１
項

歯
科
技
工
士
法
施
行
令
第

条
第
１
項

指
定
養
成
所
の
指
定
の
取
消
し

日
4
5

1
5

1
80

日
4
6

18
0

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

昭
和

年
政
令
第

指
定
養
成
所
の
変
更
の
承
認

（

3
3

号
第

条
第
１
項

2
2
6

）

1
2

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

条
第
１
項

指
定
養
成
所
の
指
定
の
取
消
し

日
4
7

1
5

1
8
0

日
4
8

1
8
0

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
令

昭
和

年
政
令
第

指
定
養
成
施
設
の
変
更
の
承
認

（

4
0

号
第

条
第
１
項

3
2
7

）

1
1

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
令
第

条
第
１
項

指
定
養
成
施
設
の
指
定
の
取
消
し

日
4
9

1
4

1
8
0

日
5
0

1
8
0

視
能
訓
練
士
法
施
行
令

昭
和

年
政
令
第

号
第

条
第

指
定
養
成
所
の
変
更
の
承
認

（

4
6

2
4
6

）

1
2

１
項

視
能
訓
練
士
法
施
行
令
第

条
第
１
項

指
定
養
成
所
の
指
定
の
取
消
し

日
5
1

1
5

1
8
0
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日
5
2

1
8
0

歯
科
衛
生
士
法
施
行
令

平
成
３
年
政
令
第

号
第
４
条
第

指
定
養
成
所
の
変
更
の
承
認

（

2
2
6

）

１
項

歯
科
衛
生
士
法
施
行
令
第
８
条
第
１
項

指
定
養
成
所
の
指
定
の
取
消
し

日
5
3

1
8
0日

5
4

1
80

あ
ん
摩
マ
ツ
サ

ジ
指
圧
師

は
り
師

き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る

認
定
養
成
施
設
の
変
更
の
承
認

ー
，

，

法
律
施
行
令

平
成
４
年
政
令
第

号
第
３
条
第
１
項

（

3
01

）

日
5
5

1
8
0

あ
ん
摩
マ
ツ
サ

ジ
指
圧
師

は
り
師

き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る

認
定
養
成
施
設
の
認
定
の
取
消
し

ー
，

，

法
律
施
行
令
第
６
条
第
１
項

日
5
6

1
8
0

柔
道
整
復
師
法
施
行
令

平
成
４
年
政
令
第

号
第
４
条
第

指
定
養
成
施
設
の
変
更
の
承
認

（

3
0
2

）

１
項

柔
道
整
復
師
法
施
行
令
第
７
条
第
１
項

指
定
養
成
施
設
の
指
定
の
取
消
し

日
5
7

1
8
0

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
医
療
推
進
課
の
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
十
五
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項

中
「

3
3

7
6

」
を
削
り
、
同

を
同
項

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加

（

）

昭
和

年
法
律
第

号

26

41

23

25

22

22

28

28

え
る
。

日
2
9

1
8
0

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法

昭
和

年
法
律
第

号
理
学
療
法
士
養
成
施
設
及
び
作
業
療
法
士
養
成
施

（

4
0

1
3
7

）

第
条

第
条

設
の
指
定

1
1

1
2

，

柔
道
整
復
師
法

昭
和

年
法
律
第

号
第

条
第
１
項

柔
道
整
復
師
養
成
施
設
の
指
定

日
3
0

（

4
5

1
9

）

1
2

1
8
0
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視
能
訓
練
士
法

昭
和

年
法
律
第

号
第

条
視
能
訓
練
士
養
成
所
の
指
定

日
3
1

（

4
6

6
4

）

1
4

1
8
0

臨
床
工
学
技
士
法

昭
和

年
法
律
第

号
第

条
臨
床
工
学
技
士
養
成
所
の
指
定

日
3
2

（

6
2

6
0

）

1
4

1
8
0

義
肢
装
具
士
法

昭
和

年
法
律
第

号
第

条
義
肢
装
具
士
養
成
所
の
指
定

日
3
3

（

6
2

6
1

）

1
4

1
8
0

救
急
救
命
士
法

平
成
３
年
法
律
第

号
第

条
救
急
救
命
士
養
成
所
の
指
定

日
3
4

（

3
6

）

3
4

18
0

言
語
聴
覚
士
法

平
成
９
年
法
律
第

号
第

条
言
語
聴
覚
士
養
成
所
の
指
定

日
3
5

（
1
3
2

）

3
3

1
8
0

日
3
6

1
8
0

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令

昭
和

年
政
令
第

号
第
９

指
定
養
成
所
の
変
更
の
承
認

（

2
8

3
8
5

）

条
第
１
項

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
第

条
第
１
項

指
定
養
成
所
の
指
定
の
取
消
し

日
3
7

1
2

1
8
0

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
医
療
推
進
課
の
項

中
「

26
2
2
6

」
を
削
り
、
同

を
同
項

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（

）
昭
和

年
法
律
第

号

21

21

25

25

歯
科
技
工
士
法

昭
和

年
法
律
第

号
第

条
歯
科
技
工
士
養
成
所
の
指
定

日
2
6

（

3
0

1
68

）

1
4

1
80

日
2
7

1
8
0

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律

昭
和

年
法
律
第

号
第

臨
床
検
査
技
師
養
成
所
の
指
定

（

3
3

7
6

）

条
1
5

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
医
療
推
進
課
の
項
中

を

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

20

23

23

診
療
放
射
線
技
師
法

昭
和

年
法
律
第

号
第

条
診
療
放
射
線
技
師
養
成
所
の
指
定

日
2
4

（

2
6

2
2
6

）

1
4

1
8
0
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別
表
保
健
福
祉
部
の
部
医
療
推
進
課
の
項
中

を

と
し
、
３
か
ら

ま
で
を
三
ず
つ
繰
り
下
げ
、
２
を
３
と
し
、
同
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

19

22

18

４
日

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第

条
第

条
第

条
第

条
保
健
師
養
成
所

助
産
師
養
成
所

看
護
師
養
成

1
9

2
0

2
1

2
2

1
8
0

，
，

，
，

，

所
及
び
准
看
護
師
養
成
所
の
指
定

５
歯
科
衛
生
士
法

昭
和

年
法
律
第

号
第

条
歯
科
衛
生
士
養
成
所
の
指
定

日

（

2
3

2
0
4

）

1
2

1
8
0

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
医
療
推
進
課
の
項
中
１
を
２
と
し
、
同
２
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
日

あ
ん
摩
マ
ツ
サ

ジ
指
圧
師

は
り
師

き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る

は
り
師
又
は
き
ゆ
う
師
の
養
成
施
設
の
認
定

1
8
0

ー
，

，

法
律

昭
和

年
法
律
第

号
第
２
条
第
１
項

（

2
2

2
1
7

）

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
医
療
推
進
課
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

日
6
0

1
8
0

臨
床
工
学
技
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則

昭
和

年
文
部
省
・
厚

臨
床
工
学
技
士
養
成
所
の
変
更
の
承
認

（

6
3

生
省
令
第
２
号

第
３
条
第
１
項

）

臨
床
工
学
技
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
第
７
条

臨
床
工
学
技
士
養
成
所
の
指
定
の
取
消
し

日
6
1

1
8
0日

6
2

1
8
0

義
肢
装
具
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則

昭
和

年
文
部
省
・
厚
生

義
肢
装
具
士
養
成
所
の
変
更
の
承
認

（

6
3

省
令
第
３
号

第
３
条
第
１
項

）

義
肢
装
具
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
第
７
条

義
肢
装
具
士
養
成
所
の
指
定
の
取
消
し

日
6
3

1
8
0
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日
6
4

1
8
0

救
急
救
命
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則

平
成
３
年
文
部
省
・
厚
生

指
定
施
設
の
変
更
の
承
認

（

省
令
第
２
号

第
３
条
第
１
項

）

救
急
救
命
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
第
７
条

指
定
施
設
の
指
定
の
取
消
し

日
6
5

1
8
0

日
6
6

1
8
0

言
語
聴
覚
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則

平
成

年
文
部
省
・
厚
生

指
定
施
設
の
変
更
の
承
認

（

1
0

省
令
第
２
号

第
３
条
第
１
項

）
言
語
聴
覚
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
第
７
条

指
定
施
設
の
指
定
の
取
消
し

日
6
7

1
8
0

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
生
活
衛
生
課
の
項
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

39

58

38

57

37

48

48

製
菓
衛
生
師
法
施
行
令
第

条
第
１
項

指
定
養
成
施
設
の
生
徒
の
定
員
等
の
変
更
の
承
認

日
4
9

2
1

2
0日

5
0

20
調
理
師
法
施
行
規
則

昭
和

年
厚
生
省
令
第

号
附
則
第
３

学
力
の
認
定

（

3
3

4
6

）
項

日
5
1

2
0

理
容
師
法
施
行
規
則

平
成

年
厚
生
省
令
第
４
号

附
則
第
７

理
容
師
試
験
の
受
験
資
格
の
認
定

（

1
0

）

条
第
８
条

，

理
容
師
養
成
施
設
指
定
規
則

平
成

年
厚
生
省
令
第
５
号

第
指
定
養
成
施
設
の
生
徒
の
定
員
の
増
員
等
の
承
認

日
5
2

（

1
0

）

2
0

６
条
第
１
項

理
容
師
養
成
施
設
指
定
規
則
第
６
条
第
２
項

第
３
項

指
定
養
成
施
設
の
養
成
課
程
の
新
設
等
の
承
認

日
5
3

6
0

，
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日
5
4

2
0

美
容
師
法
施
行
規
則

平
成

年
厚
生
省
令
第
７
号

附
則
第
７

美
容
師
試
験
の
受
験
資
格
の
認
定

（

1
0

）

条
第
８
条

，

日
5
5

2
0

美
容
師
養
成
施
設
指
定
規
則

平
成

年
厚
生
省
令
第
８
号

第
指
定
養
成
施
設
の
生
徒
の
定
員
の
増
員
等
の
承
認

（

1
0

）

５
条
第
１
項

日
5
6

60
美
容
師
養
成
施
設
指
定
規
則
第
５
条
第
２
項

第
３
項

指
定
養
成
施
設
の
養
成
課
程
の
新
設
等
の
承
認

，

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
生
活
衛
生
課
の
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
十
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項

中
「

3
3

3
0
3

」
を
削
り
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項
中

を

と
し
、
同

（

）

昭
和

年
政
令
第

号

36

47

31

35

30

30

41

29

38

38

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

日
3
9

2
0

生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律

振
興
計
画
の
変
更
の
認
定

施
行
令

昭
和

年
政
令
第

号
第
６
条
第
１
項

（

3
2

2
7
9

）

調
理
師
法
施
行
令

昭
和

年
政
令
第

号
第
１
条
の
２

指
定
養
成
施
設
の
生
徒
の
定
員
等
の
変
更
の
承
認

日
4
0

（

3
3

3
0
3

）

2
0

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
生
活
衛
生
課
の
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
九
ず
つ
繰
り
下
げ
、

を

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

28

37

25

27

24

30

30

製
菓
衛
生
師
法
第
５
条

製
菓
衛
生
師
養
成
施
設
の
指
定

日
3
1

6
0

日
3
2

6
0

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律

平
成

食
鳥
処
理
衛
生
管
理
者
の
養
成
施
設
の
登
録

（

２
年
法
律
第

号
第

条
第
５
項

7
0

）

1
2

日
3
3

2
0

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
第

条
講
習
会
の
登
録

12
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第
５
項

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
生
活
衛
生
課
の
項
中

を

と
し
、
同
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
３
条
第
１
項

第
３
条

23

29

22

22

27

27

調
理
師
法
第
３
条

調
理
師
養
成
施
設
の
指
定

日
2
8

6
0

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
生
活
衛
生
課
の
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
五
ず
つ
繰
り
下
げ
、

を

と
し
、
同

の
次
に

第
３
条
第
１
項

第
３
条

21

21

26

20

25

14

19

13

17

17

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

日
1
8

2
0

生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律

振
興
計
画
の
認
定

第
条
の
３
第
１
項

5
6

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
生
活
衛
生
課
の
項
中

を

と
し
、
５
か
ら

ま
で
を
四
ず
つ
繰
り
下
げ
、
４
を
７
と
し
、
同
７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

12

16

11
８

美
容
師
法

昭
和

年
法
律
第

号
第
４
条
第
３
項

美
容
師
養
成
施
設
の
指
定

日

（

3
2

1
6
3

）

6
0

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
生
活
衛
生
課
の
項
中
３
を
６
と
し
、
２
を
５
と
し
、
１
を
４
と
し
、
同
４
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
日

食
品
衛
生
法

昭
和

年
法
律
第

号
第

条
第
６
項

食
食
品
衛
生
管
理
者
の
養
成
施
設
及
び
食
品
衛
生
監

（

2
2

2
3
3

）

4
8

6
0

，

品
衛
生
法
施
行
令

昭
和

年
政
令
第

号
第
９
条
第
１
項

視
員
の
養
成
施
設
の
登
録

（

2
8

2
2
9

）

２
食
品
衛
生
法
第

条
第
６
項

講
習
会
の
登
録

日
4
8

2
0

３
理
容
師
法

昭
和

年
法
律
第

号
第
３
条
第
３
項

理
容
師
養
成
施
設
の
指
定

日

（

2
2

2
3
4

）

60
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別
表
保
健
福
祉
部
の
部
生
活
衛
生
課
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

日
5
9

2
0

理
容
師
法
施
行
条
例

平
成

年
岡
山
県
条
例
第

号
第
４
条

理
容
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
業
を
行
う
こ
と
の

（

1
2

3
4

）

第
１
項
第
４
号

承
認

日
6
0

2
0

美
容
師
法
施
行
条
例

平
成

年
岡
山
県
条
例
第

号
第
４
条

美
容
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
業
を
行
う
こ
と
の

（

1
2

3
5

）

第
１
項
第
４
号

承
認

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
医
薬
安
全
課
の
項
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

46

57

45

55

55

日
5
6

3
0

児
童
福
祉
法
施
行
規
則

昭
和

年
厚
生
省
令
第

号
第
７
条

指
定
医
の
指
定
の
更
新

（
2
3

1
1

）

1
2

の

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
医
薬
安
全
課
の
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
十
ず
つ
繰
り
下
げ
、

を

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

44

54

37

43

36

40

40

日
4
1

3
0

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

平
成

年
法
律

指
定
医
療
機
関
の
指
定

（

2
6

第
号

第
５
条
第
１
項

50

）

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
１
項

指
定
医
の
指
定

日
4
2

3
0日

７
日

4
3

5
3

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
１
項

支
給
認
定

岡
山
市
及
び
倉
敷
市
の
区
域
以
外
の

（

）

区
域
に
係
る
も
の

日
７
日

4
4

5
3

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
１
項

支
給
認
定

岡
山
市
及
び
倉
敷
市
の
区
域
に
係
る

（

）

も
の
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日
７
日

4
5

5
3

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第

条
第
２
項

支
給
認
定
の
変
更
の
認
定

岡
山
市
及
び
倉
敷
市

1
0

（

）

の
区
域
以
外
の
区
域
に
係
る
も
の

日
７
日

4
6

5
3

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第

条
第
２
項

支
給
認
定
の
変
更
の
認
定

岡
山
市
及
び
倉
敷
市

1
0

（

）

の
区
域
に
係
る
も
の

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
医
薬
安
全
課
の
項
中

を

と
し
、
２
か
ら

ま
で
を
四
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
１
中
「

2
2

1
6
4

」
を
削
り
、
同
１
を
同
項
５
と
し
、
同
５
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え

（

）

昭
和

年
法
律
第

号

35

39

34

る
。

１
児
童
福
祉
法

昭
和

年
法
律
第

号
第
６
条
の
２
第
２
項

指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
の
指
定

日

（

2
2

1
6
4

）

3
0

２
児
童
福
祉
法
第

条
の
３
第
１
項

指
定
医
の
指
定

日
1
9

3
0

３
児
童
福
祉
法
第

条
の
３
第
３
項

小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
の
認
定

日
７
日

1
9

4
5

４
児
童
福
祉
法
第

条
の
５
第
２
項

医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定

日
７
日

19
4
5

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
医
薬
安
全
課
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

日
5
8

3
0

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

平
成

指
定
医
の
指
定
の
更
新

（

年
厚
生
労
働
省
令
第

号
第

条
第
２
項

2
6

1
2
1

）

1
7

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
障
害
福
祉
課
の
項
中

を

と
し
、
８
か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

13

14

12

平成２７年５月１２日　岡山県公報　第１１６８４号



８
日

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法

平
成

年
法
律
第

号
第

条
生
活
困
窮
者
就
労
訓
練
事
業
の
認
定

（

2
5

1
0
5

）

1
0

3
0

第
２
項

別
表
産
業
労
働
部
の
部
産
業
企
画
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
日

マ
ケ

伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律

昭
和

年
法
律
第

第
２
次
以
降
の
振
興
計
画
の
認
定

（

4
9

3
0

ー

テ
ン

号
第
４
条
第
１
項

ィ
5
7

）

グ
推
進

室
２

伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
第
５
条
第
１
項

第
２
次
以
降
の
振
興
計
画
の
変
更
認
定

日
3
0

別
表
産
業
労
働
部
の
部
観
光
課
の
項
８
及
び
９
を
削
る
。

別
表
農
林
水
産
部
の
部
農
村
振
興
課
の
項
中

を

と
し
、
８
か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

17

18

16
８

日
農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

市
町
村
が
行
う
設
備
整
備
計
画
の
認
定
に
係
る
同

2
1

電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
４
項
第
２
号

意
ー

別
表
農
林
水
産
部
の
部
治
山
課
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
日

日
日

農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

市
町
村
が
行
う
設
備
整
備
計
画
の
認
定
に
係
る
同

2
0

6
0

3
0

（1
0

）

電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
４
項
第
４
号

意
ヘ
ク
タ

ル
以
上
の
も
の

ー
ー

別
表
土
木
部
の
部
監
理
課
の
項
中
「1

0

」
を
「6

0

」
に
改
め
、

を

と
し
、
３
か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

日
日

19

20

18

３
日

日
建
設
業
法
第

条
の

第
条
の

第
１
項

経
営
規
模
等
評
価
の
結
果
及
び
総
合
評
定
値
の
通

2
7

2
7

2
7

2
9

3
0

30
，

知
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別
表
土
木
部
の
部
都
市
計
画
課
の
項
中

及
び

を
削
り
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
す
る
。

26

27

28

26

29

27

30

28

別
表
土
木
部
の
部
建
築
指
導
課
の
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
三
ず
つ
繰
り
下
げ
、

を

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

95

98

83

94

82

83

83

日
8
4

3
0

マ
ン
シ

ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

平
成

年
マ
ン
シ

ン
を
除
却
す
る
必
要
が
あ
る
旨
の
認
定

ョ
ョ

（

1
4

法
律
第

号
第

条
第
１
項

78

）

1
0
2

マ
ン
シ

ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
第

要
除
却
認
定
マ
ン
シ

ン
の
建
替
え
に
よ
り
新
た

ョ
ョ

1
0
5

１
項

に
建
築
さ
れ
る
マ
ン
シ

ン
の
容
積
率
の
特
例
の

日
8
5

4
0

ョ

許
可

別
表
土
木
部
の
部
建
築
指
導
課
の
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項

中

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
証

宅
地
建
物
取
引
士
証

81

82

32

80

31

31

32

30

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
証

宅
地
建
物
取
引
士
証

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
証

宅
地
建
物
取
引
士
証

宅

「

」

「

」

、

、

「

」

「

」

、

、

「

を

に
改
め

同

を
同
項

と
し

同
項

中

を

に
改
め

同

を
同
項

と
し

同
項

中

30

31

29

29

30

28

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項
中

を

と
し
、

地
建
物
取
引
主
任
者
証

宅
地
建
物
取
引
士
証

宅
地
建
物
取
引
主
任
者

宅
地
建
物
取
引
士

28

29

27

27

28

26

27

か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

14

25

13

日
５
日

1
4

4
0

建
築
基
準
法
第

条
の
３
第
１
項

特
定
用
途
誘
導
地
区
内
に
お
け
る
建
築
物
の
高
さ

60

の
制
限
許
可

別
表
土
木
部
の
部
住
宅
課
の
項

中
「

（

1
4

7
8

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項

か
ら

マ
ン
シ

ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律

平
成

年
法
律
第

号
マ
ン
シ

ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

ョ
ョ

）

16

17

26

マ
ン
シ

ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律

マ
ン
シ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

適
合
証

又
は
設
計
住
宅
性
能
評
価
書
の
写

ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項

中
「

」
の
次
に
「

ョ
ョ

30

し
適
合
証

又
は
設
計
住
宅
性
能
評
価
書
の
写
し

適
合
証

又
は
設
計
住
宅
性
能
評
価
書
の

」
を
加
え
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項

中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項

中
「

」
の
次
に
「

30

36

29

29

35

28

」
を
加
え
、
同

を
同
項

と
し

、
同
項

中
「

」
の
次
に
「

（

「

」

」

写
し

と
い
う

又
は
同
法
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
設
計
住
宅
性
能
評
価
書
の
写
し

以
下

設
計
住
宅
性
能
評
価
書
の
写
し

と
い
う

、

）

）

28

34

27

。
。

を
加
え
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

27

33

26
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日
2
7

3
4

マ
ン
シ

ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
第

買
受
計
画
の
認
定

ョ
1
0
9

１
項

日
2
8

3
4

マ
ン
シ

ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
第

買
受
計
画
の
変
更
の
認
定

ョ
1
1
1

１
項

日
2
9

34
マ
ン
シ

ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
第

マ
ン
シ

ン
敷
地
売
却
組
合
の
設
立
の
認
可

ョ
ョ

1
2
0

１
項

日
3
0

3
4

マ
ン
シ

ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
第

マ
ン
シ

ン
敷
地
売
却
組
合
の
定
款
又
は
資
金
計

ョ
ョ

1
3
4

１
項

画
の
変
更
の
認
可

日
3
1

2
0

マ
ン
シ

ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
第

マ
ン
シ

ン
敷
地
売
却
組
合
の
解
散
の
認
可

ョ
ョ

1
3
7

４
項

日
3
2

4
5

マ
ン
シ

ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

条
第

マ
ン
シ

ン
敷
地
売
却
組
合
の
分
配
金
取
得
計
画

ョ
ョ

1
4
1

１
項

の
認
可

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第

条
第
１
項

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適

別
表
出
先
機
関
の
部
県
民
局
（
地
域
政
策
部
）
の
項

中
「

1
0

」
を
「

47

正
化
に
関
す
る
法
律
第

条
第
１
項

第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者

第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に

2
8

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項

中
「

、

48

」

「

」

、「

」

「

」

。

関
す
る
法
律
第

条
第
２
項

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第

条
第
２
項

第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者

第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者

1
2

を

3
0

に

を

に
改
め
る

別
表
出
先
機
関
の
部
県
民
局
（
農
林
水
産
事
業
部
）
の
項
３
か
ら
７
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

」

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

に
改
め
、
同
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
五
ず
つ
繰
り
下
げ
、

を

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

39

44

31

38

30

31

31

日
3
2

6
0

農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

市
町
村
が
行
う
設
備
整
備
計
画
の
認
定
に
係
る
同

平成２７年５月１２日　岡山県公報　第１１６８４号



（1

）

電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
４
項
第
４
号

意
ヘ
ク
タ

ル
未
満
の
も
の

ー
0

ー

日
3
3

3
0

農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

市
町
村
が
行
う
設
備
整
備
計
画
の
認
定
に
係
る
同

電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
４
項
第
５
号

意
ー

日
3
4

2
0

農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

市
町
村
が
行
う
設
備
整
備
計
画
の
認
定
に
係
る
同

電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
４
項
第
７
号

意
ー

日
６
日

3
5

1
4

農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

市
町
村
が
行
う
設
備
整
備
計
画
の
認
定
に
係
る
同

電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
４
項
第
９
号

意
ー

別
表
出
先
機
関
の
部
県
民
局
（
農
林
水
産
事
業
部
）
の
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

29

30

22

28

21

海
岸
法
第

条
の
３
第
１
項

第
４
項

第
５
項

他
の
管
理
者
の
管
理
す
る
操
作
施
設
に
係
る
操
作

1
4

，
，

規
程
の
承
認
及
び
変
更
の
承
認
並
び
に
協
議
及
び

日
2
2

3
0

変
更
の
協
議

別
表
出
先
機
関
の
部
県
民
局
（
建
設
部
）
の
項
中

か
ら

ま
で
を
削
り
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
七
ず
つ
繰
り
下
げ
、

を

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

85

89

84

91

56

83

55

56

56

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
１
項

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定

一
戸
建
て

（

の
住
宅
で
適
合
証
又
は
設
計
住
宅
性
能
評
価
書
の

７
日

5
7

）

写
し
の
あ
る
も
の
に
限
る
。

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
６
条
第
１
項

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定

共
同
住
宅

（

等
で
適
合
証
又
は
設
計
住
宅
性
能
評
価
書
の
写
し

日
5
8

1
4
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）

の
あ
る
も
の
に
限
る
。

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
１
項

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定

一（

戸
建
て
の
住
宅
で
適
合
証
又
は
設
計
住
宅
性
能
評

７
日

5
9

）

価
書
の
写
し
の
あ
る
も
の
に
限
る
。

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
１
項

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定

共（

同
住
宅
等
で
適
合
証
又
は
設
計
住
宅
性
能
評
価
書

日
6
0

1
4

）

の
写
し
の
あ
る
も
の
に
限
る
。

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

条
地
位
の
承
継
の
承
認

７
日

6
1

1
0

農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

市
町
村
が
行
う
設
備
整
備
計
画
の
認
定
に
係
る
同

電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
４
項
第
６
号

意
日

6
2

2
0

ー
，

第
７
号

別
表
出
先
機
関
の
部
県
民
局
（
建
設
部
）
の
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

54

55

23

53

22

海
岸
法
第

条
の
３
第
１
項

第
４
項

第
５
項

他
の
管
理
者
の
管
理
す
る
操
作
施
設
に
係
る
操
作

1
4

，
，

規
程
の
承
認
及
び
変
更
の
承
認
並
び
に
協
議
及
び

日
2
3

3
0

変
更
の
協
議

昭
和

年
法
律
第

号
昭
和

年
法
律
第

号
昭
和

年
法
律
第

号
平

別
表
出
先
機
関
の
部
保
健
所
の
項
１
中
「

2
2

2
3
3

」
を
削
り
、
同
項
２
中
「

2
2

2
3
4

」
を
削
り
、
同
項

中
「

3
2

1
6
3

」
を
削
り
、
同
項

中
「

（

）

（

）

（

）

（

22

59

1
2

3
5

）

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に
改

成
年
岡
山
県
条
例
第

号
第
４
条
第
１
項
第
４
号

第
３
条
第
２
項

美
容
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合

結
髪
の
み
を
業
と
す
る
者
の
講
ず
べ
き
措
置

、

め
、
同
項
中

を
削
り
、

を

と
し
、

を

と
す
る
。

60

61

60

62

61
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別
表
出
先
機
関
の
部
食
肉
衛
生
検
査
所
の
項
１
中
「

7
0

」
を
削
る
。

（

）

平
成
２
年
法
律
第

号

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
環
境
文
化
部
の
部
自
然
環
境
課
の
項
１
及
び
２
並
び
に
別
表
出
先
機
関
の
部
県
民
局
（
農
林
水
産
事
業
部
）
の
項
３
か
ら
７
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
平

成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

ク
ロ
ー
バ
ー
薬
局
富
岡
店

笠
岡
市
富
岡
二
五
六

一
〇

平
成
二
十
七
年
五
月
一
日

－

ロ
マ
ン
薬
局

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
五
五
八

七

平
成
二
十
七
年
五
月
一
日

－

医
療
法
人
社
団
恵
誠
会
大
西
病
院

玉
野
市
田
井
三

八

一
一

平
成
二
十
七
年
五
月
一
日

－
－
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

介
護
老
人
保
健
施
設
お
と
な
の
学
校
岡
山
校

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
日
本
原
三
五
二
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
医
療
法
人
清
風
会

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
日
本
原
三
五
二
番
地

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
五
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
五
三
六
八
〇
〇
一
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
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〔
一
八
二
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

購
入
等
件
名
及
び
予
定
数
量

岡
山
県
営
食
肉
地
方
卸
売
市
場
で
使
用
す
る
電
気

使
用
予
定
電
力
量
一
〇
、
八
四
二
、
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
（
三
年
間
）

二

納
入
期
間

平
成
二
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
六
月
三
十
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
営
食
肉
地
方
卸
売
市
場
総
務
課

岡
山
県
岡
山
市
中
区
桜
橋
一
丁
目
二
番
四
十
三
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

五

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

丸
紅
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
四
番
二
号

六

落
札
金
額

一
七
五
、
一
二
四
、
三
四
六
円
（
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
含
ま
な
い

）
。

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

平
成
二
十
七
年
三
月
十
七
日
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〔
一
八
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
北
溝
手
字
荒
神
後
四
〇
八

一
二
、
四
〇
八

四
四
、
四
〇
八

四
五

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
三
須
五
〇
七

五
桃
山
団
地

－

白
石

稔

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
九
八
号
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〔
一
八
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
上
林
字
佳
美
林
五
七

五

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
泉
五

三
一
泉
県
住
六

三
〇
五
号

－
－

谷
本

純
一

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
号
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